
持続化補助金申請しませんか。（販路開拓・売上アップ） 

国・南幌町の補助金を有効活用しましょう！  

 

【令和 2 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）】 

○補助対象者／小規模事業者等（業種や従業員数等の要件あり） 

 ★補助金上限 100 万円（国：小規模事業者持続化補助金） 

★補助金上限 50万円（町：小規模事業者持続化特別補助金） 

（例）補助事業 生産体制強化投資 150万円 ※自己負担 0円（負担なし） 

持続化補助金 100万円（2/3） 町補助金 50万円 

（例）補助事業 EC 販売の HP製作費 150万円 ※自己負担 0 円（負担なし） 

持続化補助金 100万円（3/4） 町補助金 50万円 

◆補助対象事業 

  A：サプライチェーンの毀損への対応（補助率 2/3 以内） 

   ・顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと 

   ＜取組みイメージ＞ 

   ●生産体制を強化するための設備投資 ●製品の供給を継続するための投資 

  B：非対面型ビジネスモデルへの転換（補助率 3/4 以内） 

   ・非対面、遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための投資、システム 

投資を行うこと 

＜取組みイメージ＞ 

●店舗販売している事業者が、新たに EC販売（電子商取引）に取組む投資 

●デリバリーを開始するための設備投資（宅配用バイク等） 

●テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費 

    C：テレワーク環境の整備（補助率 3/4 以内） 

     ・従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること 

     ※補助対象期間内に、少なくとも 1 回以上、テレワークを実施する必要があります 

＜取組みイメージ＞ 

●WEB 会議システムの導入 ●クラウドサービスの導入 

   

★プラス新型コロナ感染防止の取組みで、定額補助・上限 50 万円申請可能 

換気設備の設置、マスク、消毒液、体温計など購入できます。 
   

受付締切：2020 年 12 月 10 日（木）補助金事務局郵送必着 

 

※公募要領等の説明、申請書類の作成支援をいたしますので、お早目の相談をお願いします。 

◆公募要領 URL http://www.do-shokoren.or.jp 

◆問合せ先：南幌町商工会（378－2728／担当～長谷川） 


